
業務従事者等に関する調書

最少人員配置 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　40人以上

	項　目
	必要人員数（人）
	配置予定人員数（人）

	・総括責任者
	１
	

	・技術管理者(中央監視兼務)
	２
	

	・事務員
	１
	

	・運転班
	
	

	クレーン運転
	１
	

	不適物除去作業
	６
	

	手選別作業
	１５
	

	圧縮梱包作業
	３
	

	プラットホーム・ストックヤード作業
	５
	

	トラック運転手
	３
	

	設備保全作業
	２
	

	計量作業
	１
	


※1　総括責任者及び技術管理者のうち2人は、廃棄物処理施設等において、2年以上の運営管理経験を有する者であること。

※　運転班に従事する者(手選別作業員以外)は、機器運転整備の技術的な業務を遂行できること。

※　業務従事者については、下関市民の雇用に努めること。また、障がい者についても積極的な雇用を図るよう努めること。

※　人員構成において、兼務を認めるが適正な運転管理を確保すること。
従事者及び有資格者の配置状況について

	項　目
	必要人員数（人）
	配置予定人員数（人）

	ア
	ごみ処理施設技術管理士
	１
	

	イ
	破砕・リサイクル施設技術管理士
	１
	

	ウ
	電気主任技術者（第３種以上）
	１
	

	エ
	電気工事士
	１
	

	オ
	クレーン運転士（５ｔ以上）
	３
	

	カ
	玉掛技能講習修了者
	２
	

	キ
	第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了者
	１
	

	ク
	大型自動車免許
	３
	

	ケ
	フォークリフト運転技能講習修了者
	２
	

	コ
	ショベルローダー等運転技能講習修了者
	２
	

	サ
	アーク溶接等業務特別教育修了者
	１
	

	シ
	ガス溶接技能講習修了者
	１
	

	ス
	危険物取扱者（乙種）
	１
	

	セ
	研削砥石取替作業技術者
	１
	

	ソ
	特定化学物質等作業特別教育修了者
	１
	

	タ
	安全衛生推進者
	１
	

	チ
	はい作業主任者技能講習修了者
	１
	


　　※有資格者については兼任を可とするが、業務遂行に必要な人員及び配置とすること。

　　※「ア」、「イ」については、専従常勤従事者とし記載すること。

　　運転管理従事者の確保及び資格所得の状況については、上記のとおり相違ありません。

　　なお、現在までに確保できていない人員及び資格者については、契約時までに確保することを誓約いたします。

令和　　年　　月　　日

申請者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印　　　
様式２








